
横浜市介護保険条例等施行規則の一部改正について 

 

 

横浜市介護保険条例等施行規則について、次のとおり改正を行いました。 

 

１ 改正の概要 

(1) 介護保険法の一部改正に伴う改正（第 19条第３項及び第８項、第 25条並びに第５号様式） 

第３次一括法による介護保険法の一部改正により、「基準該当居宅介護支援に関する基準」

が同法第 47条第２項に、「基準該当介護予防支援に関する基準」が同法第 59条第２項に追加

されました。これによりこれらの条に項の繰下げが生じたため、必要な改正を行いました。    

   

２ 公布・施行期日 

(1) 公布日   

   平成 26年３月 25日 

(2) 施行日 

平成 26年４月１日 

 

３ 関係法令 

第３次一括法（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律（平成 25年法律第 44号）） 

 


